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楽寿園お休み処「桜」「紅葉」内売店の管理運営業務 

プロポーザル実施要領 
 

１ 事業の趣旨・目的 

楽寿園内のお休み処「桜」及び「紅葉」の売店スペースにおいて、楽寿園の利便性の向上を

図るため、楽寿園の雰囲気に合った飲食の提供等を行うための売店の管理及び運営者を公募す

る。 

本要領は、各提案事業者の業務遂行に関しての知見、技術、経験等を見極め、本業務に最も

適した事業者を選定する必要な事項を定めるものである。 

  

２ 業務概要 

（１）業務名   楽寿園お休み処「桜」「紅葉」内売店の管理運営業務 

（２）業務内容  別紙「企画提案仕様書」のとおり 

（３）履行期間  令和７年４月１日から令和１０年３日３１日まで 

（４）提案限度額 ０円（売店使用料1月あたり桜19,900円、紅葉9,900円を支払うことにより、

お休み処「桜」及び「紅葉」の売店スペースを使用することができる。ま

た、当該売店での売上は売店管理運営者に帰属する。） 

 

３ 提案者要件 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

（１）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項に規定する再生手続開始の申立て

があった者（同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定がされたものを除く。）又

は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項に規定する更生手続開始の申立て

があった者（同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定がされたものを除く。）で

ないこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第1項各号に掲げる者でない

こと。 

（３）提案募集に係る公告の日から契約候補者の選定の日までの期間に、三島市工事請負契約

等に係る入札参加停止措置要綱（平成4年三島市告示第127号）第2条第1項に規定する

入札参加停止の期間中の者でないこと。 

（４）静岡県内に本店、支店、営業所又は店舗を有する者であること。 

（５）最近３年間において、今回公募する業務内容と同種の業務実績を有すること。 

（６）事業者及びその代表者または役員等が、三島市暴力団排除条例（平成24年三島市 条例

第6号）第2条第1号から第3号までのいずれにも該当しないこと。併せて、同 条例第6条

第2項に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。ま た、相手方が暴力

団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又 は原材料の購入契約その

他の契約を締結していないこと。 

（７）国税及び地方税に未納がないこと。 
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４ 実施要領等の配布 

（１）配布期間  令和６年１１月１５日（金）～令和６年１２月１０日（火） 

（休園日を除く。午前９時から午後５時まで） 

（２）配布場所  下記６の担当部署で配布するほか、三島市ホームページからダウンロードで

きる。 

 

５ 質疑・回答 

（１）受付期間  令和６年１１月１５日（金）～令和６年１１月２６日（火）午後５時必着 

（２）質疑方法  持参のほか、郵便、FAX又は電子メールにより、下記６に提出すること。 

（３）質疑様式等 様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 

ア 件名は「楽寿園お休み処『桜』『紅葉』内売店の管理運営業務に関する質問」とするこ

と。 

イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス 

を記載すること。 

ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 

（４）回答期日  令和６年１２月３日（火） 

（５）回答方法  質問への回答は三島市ホームページに掲示し、個別には回答しない。 

 

６ 担当部署及び問い合わせ先 

〒411-００３６ 三島市一番町１９番３号 

三島市産業文化部 楽寿園 

電話番号 055-975-2570 

FAX番号 055-975-8555 

E-mail   rakujyu@city.mishima.shizuoka.jp 

 

７ 応募書類 

（１） 提出書類及び提出部数 

提出書類の名称 様式 提出部数 

提案意向申出書 様式第1号 正本１部 

誓約書 様式第1－２号 正本１部 

「提案意向申出書」の添付書類 

※（ア）（イ）は、「三島市への競争入札参加申込資格

なし」の場合のみ提出 

（ア）法人の場合 

・登記簿謄本（写）（履歴事項全部証明書（写）） 

   ※発行後3か月以内のもの 

・納税証明書その3の3（「法人税」及び「消費税及

地方消費税」）※発行後3カ月以内のもの 

左記のうち 

該当する書類 
各１部 
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（イ）個人の場合 

・代表者身分証明書（写） 本籍地の市区町村長が発

行するもので、発行後3か月以内のもの 

・納税証明書その3の2（「申告所得税及復興特別所

得税」及び「消費税及地方消費税」） 

※発行後3カ月以内のもの 

（ウ）三島市に事業所がある場合 

・確認書（様式第1-３号） 

（エ）共通提出書類 

・店舗等の概要（様式第1－4号） 

・営業許可書又は営業許可を受けていることを証明で

きる書類の写し 

プロポーザル提案書 様式第5号 
正本１部 

副本８部 

企画提案書 

様式第5―２号 

（A4判頁制限

なし） 

正本１部 

副本８部 

※上記「提案意向申出書及び誓約書」を提出後、上記６の担当部署から「提案者要件確認結果通

知書」が交付される。「提案者要件確認結果通知書」で提案者要件を備えている者であると認

められた者のみが、「プロポーザル提案書及び企画提案書」を提出する。 

（２）企画提案書の作成方法 

企画提案仕様書に沿った提案を作成すること。 

なお、真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事項を記載しな

いこと。 

（３）書類の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限： 

（ア）提案意向申出書及び誓約書 

令和６年１２月1１日（水）午後5時必着 

 （イ）プロポーザル提案書及び企画提案書 

令和７年１月９日（木）午後5時必着 

    ※（ア）（イ）とも提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出場所：上記６に同じ。 

ウ 提出方法：持参（火～金曜日の午前9時～午後5時まで。ただし、12/27～1/2を除

く。）又は郵送（書留郵便に限る。） 

（４）提出された応募書類の取扱い 

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の

目的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、三島市情報公開条例に

基づき取り扱うこととする。 
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イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことが

ある。 

ウ 提出された応募書類は返却しない。 

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

８ 評価方法等 

（１）評価基準 

別紙「評価基準」のとおり。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

企画提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

ア 期日及び場所 

令和７年１月22日（水）に三島市民文化会館を予定しているが、別途通知する。 

イ 留意事項 

（ア） 説明時間は20分、質疑応答10分程度を予定している。 

（イ） 説明の際には、パソコン（パワーポイント等）等の使用を認める。 

（ウ） プロジェクターについては事務局で用意するが、パソコンは各自で用意するこ

と。ケーブルにコネクターが必要と思われる場合は各自で用意すること。 

（エ） 出席者は１提案者につき３名以内とする。 

（オ） プレゼンテーション及びヒアリングの順番は、提案書の受付順とする。 

（３）評価方法 

応募書類（プロポーザル提案書等）、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価

基準に基づいて評価する。 

（４）契約候補者の選定方法 

ア 提案書の提出ができなくなる場合を除いた者のうち、第１順位候補者とした委員の人数

が最も多い者を、契約の相手方の候補者として選定する。 

イ 第１順位とした委員が最も多い提案者が複数の場合は、すべての委員の順位の合計が最

も少ない者を契約の相手方の候補者として選定する。 

ウ すべての委員の順位の合計が最も少ない者が複数の場合は、その候補者のうち、すべて

の委員の総合点の合計が最も高い者を契約の相手方の候補者として選定する。 

エ ア、イ、ウに関わらず、総合点が60点未満の委員が2名以上いた場合は、候補者として

選定しない。 

（５）その他 

次に掲げる事項に該当する者は、提案書の提出をすることができないものとする。既に提

案書の提出をしているときは、これを提出していないものとみなす。 

ア 提案者要件を欠くに至ったと市長が認めるとき 

イ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

ウ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反したとき 
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エ その他評価に影響を与える不正又は不誠実な行為があったと市長が認めるとき 

 

９ 選定結果の通知・公表 

契約候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知日

翌営業日に、下記項目において三島市ホームページにおいて公表するとともに、事業担当課に

おいて閲覧に供するものとする。 

【公表事項】 

（１） 事業の名称及び内容 

（２） 契約候補者の名称及び選定理由 

（３） 評価の結果（提案者の名称、第１順位候補者とした委員の人数及び総合点） 

 

１０ 契約手続 

（１）契約交渉の相手方に選定された者と三島市との間で、契約内容、経費等について再度調整

を行った上で協議が調った場合、協定書を締結する。 

（２）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した

辞退届を提出すること。なお、この場合、第２順位者を契約候補者とする。 

 

１１ その他 

（１）提案意向申出書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

（２）企画提案書については、１者につき１提案に限る。 

（３）プロポーザル提案書を提出した後、企画提案書の差替、訂正、再提出をすることはできな

い。ただし、市から指示があった場合を除く。 

（４）提案意向申出書を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることが

ある。 

（５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の

負担とする。 

（６）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（７）提案者自ら提案内容を公表又は宣伝しないこと。 


